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2001年 4月 に成立 し、同年10月 に施行された「配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 (以

下DV法)は、日本における ドメスティク・ バイオレン

ス (以下DVと いう)問題に取 り組む法的根拠を明確に

した。DV法の限界 と問題点はすでに指摘 されている

が、
1)そ の事実を知りつつ目をそらしてきた社会 と、 ま

たその体験をことばにすることに長い間違巡 してきた当

事者がともに経てきた歴史の長さを考えれば、法の成立

が意味するものは大きい。

特に長年、売春防止法を根拠にそれに通達を重ねるこ

とによって、この問題に対処 してきた婦人相談所、婦人

相談員、婦人保護施設とそこにかかわつてきたソーシャ

ルヮーカーにとって、DV法は、 ソーシャルヮーク実践

の根拠を示すものになる。なぜなら、戦後日本のソーシャ

ルヮーク実践は、法律にもとずく制度、政策を基軸にし

行政機関を実践の第一線機関として進められているから

である。

その意味でも、これまで売春防止法によって設置、運

営されてきたがゆえに、特別視され社会福祉の周辺に置

かれてきた女性福祉に関するソーシャルヮークは、女性

の人権を前文に掲げたDV法によつて、社会における位

置と責任において大きな転換期をむかえることになった。

I「 ドメステ イク・ バイオ レンス」概念

日本において夫や恋人からの暴力について「 ドメスティッ

ク・ バイオレンス」ということばを用いて調査研究 した

のは、1992年 に発足 した「夫 (恋人)か らの暴力」調査

研究会 (略称DV研究会)で ある。
2)

アメリカにおいて ドメスティック・ バイオレンスは、

78年段階で100近い団体連合組織が一つの州で発足する

ほどに、日本に比べて早い時期から名前づけられた女性

問題である。またそこは、20年 に及ぶバター ド・ ウーマ

ン運動が ドメスティック・ バイオレンスを明らかにして

いく原動力になっているといわれている。

一方、このことばに関 して言えば、日本ではこのよう

な基盤となる運動の展開がない。それだけでなく日本語

で「家庭内暴力」は、思春期の子どもから親への暴力と

いう精神病理的な現象として専門用語化されており、ま

た夫からの暴力が「夫婦間暴力」ということばに置き換

えられて、加害性よりも相互性が印象づけられた。

このような日本の現実において、「夫 (恋人)か らの

暴力」調査研究会は「欧米の女性たちが、バタード0ウ ー

マン運動を通 して問題としてきた『男性による女性への

暴力』 という視点や、その背景にある男性の女性支配を

支える社会のあり方への批判を反映する日本語は残念な

がら現在のところない。」として、「身体的暴力に限 らず

『親密な』関係において男性から女性におゝるわれるあら

ゆる形態の暴力」について、 ドメスティック・ バイオレ

ンスという用語を使っていった。
3)

90年代はじめから2001年 のDV法制定までの約10年の

間に、日本社会の中で ドメスティック 0バ イオレンス

(DV)と いうことばが、上記のような定義をもった共

通言語になっていく上で、メディアのはたした役割 も大

きい。新聞やテレビは、この問題をしばしばとりあげた。

そしてこの問題は、メディアの受け手が持っている経験

と呼応するものであったからこそ、早 く浸透 したと考え

ることができる。

そのことはこの間、総理府や東京都を初めとするいく

つかの自治体や、研究者、市民グループによって発表さ

れた ドメスティック・ バイオレンスに焦点を当てた「女

性への暴力調査報告書Jに よって裏づけられている。
4)



このような動きは、95年の「第 4回世界女性会議」が

12の行動要領の一つに「女性に対する暴力」を挙げ、世

界各国にこの問題への取 り組みを要請 したということが

大きな影響を与えている。日本政府は96年の「男女共同

参画2000年 プラン」のなかに「女性に対するあらゆる暴

力の根絶」を掲げ、翌年「女性に対する暴力部会」を設

置 した。

また99年 には「男女共同参画社会基本法」が成立・ 施

行され、翌年の「男女共同参画基本計画」において「夫・

パー トナーからの暴力への対策の推進」が取り上げられ

た。こうして日本では、女性への暴力はDV問題に焦点

を当て具体的に取 り組まれた。

内外の問題意識によって、DVを テーマにしたシンポ

ジゥムや講演会、関連 した本の出版 も増えた。さらに、

DVか ら逃れて女性たちが駆け込む民間シェルターの開

設が、DV問題への関心の高まりとともに全国に広がっ

た。「全国女性への暴力駆け込みシェルター・ ネットヮー

キング」と呼ばれる、草の根 レベルのフェミニズム運動

も展開 している。

このように日本社会において、DV問題への取り組み

は、草の根 レベルの女性グループから国の政策まで情報

の一元化が進んでいる。竹内は、1975年 のメキシヨシティ

での「国際女性年」、80年のコペンハーゲ ン、85年のナ

イロビ、95年の北京、2000年 のニューヨークと5年 ごと

に開かれてきた「国連女性会議」や、それに平行 して開

催された「NGOフ ォーラム」などの国際会議が、 フェ

ミニズムにもたらしたグローバル化に着目している。
5)

実際、日本でもこのような会議の場を通 じて、国、地

方自治体による施策化、また参加 した一般市民女性によ

る地域社会でのシェルター開設というように、各層に亘っ

てグローバル化の波に洗われていった。北京女性会議に

参加 した女性、またアメリカで女性のためのシェルター

を見学 した女性たちはまもなく自分の住む地域で、DV
問題に対応するシェルターを開設 した。それが先の全国

的なネットヮークを形成 している。
6)

ではソーシャルヮークはこの問題について、どのよう

な役割を果 したのだろうか。 ここに、95年の北京での世

界女性会議以降、急速にグローバル化 した日本における

DVに関する関心と社会の取り組み、そして2000年のD
V法成立という展開と、日本のソーシャルヮーク研究と

の大きな落差が浮かび上がってくる。

Ⅱ DV問 題 とソーシャル ワー ク実践

筆者は「婦人母子問題研究会」(代表 0土井良多江子)

に参加 し、1985年に横浜で民間の緊急一時保護施設の開
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設を実現 した。その実践については拙論『福祉事務所と

フェミニス ト実践一ジェンダー・パースペクティブとフェ

ミニス ト・ ソーシャルヮークの展開』でも紹介 した。
7)

このときの「緊急一時保護施設 ミカエラ寮」は、その後

の日本におけるシェルター運動の中で、民間シェルター

の先駆的なモデルとなっている。それだけでなく「福祉

行政専門職の女性とミカエラ寮支援の交流は、日本独自

の試行錯誤の過程と見ることができる」と評価されてい

る。
8)

ただここで確認 しておくべきことは、85年の段階にお

いて「緊急一時保護施設 ミカエラ寮」は、現在いわれて

いるDV問題のための「 シェルター」ではない。その時

点ではDVと いう概念もシェルターという英語 も、筆者

らは持っていなかった。そのときの問題意識は、売春防

止法に基づく婦人相談所の一時保護施設が、福祉事務所

に相談にくる女性と子どもの緊急事態に柔軟に、そして

援助的に対応できない現実のなかで、婦人相談所の一時

保護機能を批判 し、ソーシャルヮークの立場から有効な

緊急保護機能をもつ施設を目指 して、研究会活動と施設

開設を目指 したものである。

いうまでもなく、社会福祉の現場における女性や子ど

もの緊急保護の多 くに、夫からの暴力が主要な問題とし

て存在 した。ただし、それだけではない。例えば未婚の、

また十代の女性の妊娠、出産という事態、経済的困窮、

病気、住居の喪失などさまざまな問題によって生 じる緊

急一時保護に対応 しようとしている。 ソーシャルヮーク

の視線は「夫からの暴力」に焦点化されていない。先に

書いたように、一般的に日本における「女性に対する暴

力」という問題の設定は、95年の「北京女性会議」 (第

4回世界女性会議)を待たなければならなかった。

ただ、「 シェノンター」、「 ドメスティック・ バイオレン

ス」という今日的な意味を持つ用語が日本社会に浸透 し

ていなかったとはいえ、報告書『緊急一時保護機能のあ

り方―横浜市の現状を踏まえて福祉現場か らの報告』

(婦人母子問題研究会)に は、夫か らの暴力の現実が具

体的に把握されている。
9〉

「 日本の夫婦の暴力度は極め

て低い」。 という研究者の考察に反して、ソーシャルヮー

カーは深刻な女性への暴力の現実に立ち会 ってきた。そ

のことが、 ミカエラ寮という民間シェルターの開設とフェ

ミニスト・ ソーシャルヮークの展開を推し進めたと言うこ

とができる。

Ⅲ DV問 題 とソー シャル ワー ク研究

「いずれにせよ被害者への援助は、心理的支援ではな

く、ケースワークから始めることがほとんどだろうと思



われる」い といわれ、また「婦人相談員を通すのがいち

ばんよかった。 ソーシャルヮーキングというのですか、

コーディネー トをしてくれる方です」
② というように、

DV問題への対応においてソーシャルヮークの役割が求

められている。

しかし残念なことにソーシャルワーカーの実像は、人々

の目に明らかになっていない。それは「福祉」というこ

とばの広がりに対 して、ソーシャルヮークということばが

「狭い専門職の間の機能用語 として生 き残 っている」④

という日本の特質があるからである。

実際、日本においては2000年を過ぎた現在でさえ、ソー

シャルヮークに関する書物は、ソーシャルヮークの具体

的な現実や実像の捉えにくさをしばしば、本の冒頭で述

べている。
つ また、時にはその具体的なイメージを ドヤ

街における保健婦の実践に求めている。
。

このようなソーシャルヮークをめぐる日本の状況は、

研究と現実とのギャップとして、また理論と実践との断

絶として常に問題にされてきたことである。しかし、今、

DV問題をめぐってソーシャルヮークの役割は、より現

実的視点から要請されている。それは、DVが社会と家

族、男性と女性という人間と社会との相互関係の場にお

いて出現 し、介入を迫 られる問題だからである。

しかし日本において、 ソーシャルヮーク研究の立場か

らDV問題を取 りあげたものは極少ない。ソーシャルヮー

ク実践の専門誌『 ソーシャルヮーク研究』でも、DVの

キーヮー ドでの論文検索で該当する論文はない。それは

「女性福祉」といわれる領域の研究が、婦人保護事業や

母子家庭問題に限定され研究者の規模 も極めて少ないう

えに、ソーシャルヮーク実践におけるフェミニズム・ ア

プローチもまだ緒についたばかりだか らである。

本論文はDV問題とソーシャルヮーク研究の大きなギャッ

プを埋 めて い くための第一歩 と して、 AFFILIA:

」ournal of Women and Social Workに 95年から2001年

(vol.10～ vol.16)の 間に掲載 された論文か ら、 DV問

題をとりあげた18本の論文を選び、 ソーシャルヮーク研

究の方法や課題を明らかにする作業である。

Ⅳ 専門誌 AFF:LIA:」ournal of Women and Sodal

Workに ついて

アメリカでは1970年代から社会福祉におけるフェミニ

ズム・ アプローチが始まり80年代には全米 ソーシャルヮー

カー会議の「女性問題部会」で「フェミニスト・ ソーシャ

ルヮーク」が議論されるようになった。社会福祉におけ

るフェミニズム・ アプローチは (1)社 会福祉の中にある

「セクシズム」を問題とすること、(2)ソ ーシャルヮーク

実践にフェミニズムの視点を取りいれること、ほ)「 福祉

国家」が女性をどのように扱っているかを分析すること、

の 3つの方向から進められたという。。

その中で86年 に「女性とソーシャルヮークの研究誌」

という副題をつけた専門誌「AFFILIA」 が刊行された。

Marietta Barrettiは 、1988年から1997年 におけるソー

シャルヮーク専門誌17誌に掲載された論文において、①

それぞれの専門誌は女性に関する論文をいくつ掲載 した

か、②一番多いのはどれか、また一番少ないのはどれか、

③その中でどんな女性の社会的なアイデンティティや役

割が取り上げられてきたか、④もっとも関心を持たれた

女性に関するテーマは何か、⑤どんなソーシャルヮーク

の領域が主に取り上げられたか、⑥著者はどのような分

析方法を用いているか、という6つ の視点からソーシャ

ルヮーク研究とフェミニズムの関係性を見ようとしてい

る。
r)

その中で86年のAFFILIAの発刊は、ソーシャルヮー

ク理論、また実践と研究全体にフェミニズムの場所を明

確に位置づけた一つのトピックであったと考えている。

Barrettiに よれば、全体で567の女性に言及 した論文

があり、そのうちの約40%、 225本が AFFILIAに 掲載

されている。567の論文のテーマとしては、「健康問題」

続いて二番目に「暴力」が取り上げられている。暴力の

問題の575%が「バタード0ウ ーマン」、いわゆるDV
に関連 していた。

AFFILIAで は特に、著者がフェミニス トの立場を明

確にして論述するものが多く、その意味では雑誌のサブ

タイトルどうり、女性とソーシャルヮークを研究する

「核となる専門誌でありまた特殊な専門誌」 ということ

もできよう。

このようなAFFILIAの位置を見た上で、 18本 のDV
をテーマにした論文を年代を追ってまず読んでいくこと

にしよう。

1。 1995年

論文 1.Lsιθれjルg ιο ιんθ7ojc6 o/Bα ιιθ
“
α lうζοれθん「

孵ιαιル ゎs ttθ

“
島Cのθ Иοιθんεθ"

Lianeヽr.Davis and NIeera Srinivasan,vol.10,

No.1,

論文 2.Bαιιθたα7ο ttθんr κθのιtt ιんθ ttcたι

」udith lvy Fiene, vol.10,No 2

論文 3.Lttαι αれα Socjαι D教″れceS Bθιωθの M∽

αttα WoれθれN οヽ KjJ′ foι jれαιθ Pαrιれθrs

Karen D Stout and Patricia Brown,vol 10,

No.2
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1)論文 1は、アメリカにおいても1970年代はバター

ドウーマンすなわち女性への夫・ パー トナーからの暴力

の問題について、本格的な研究はあまりなく、現場の実

践家や活動家による限定的な記述が多かったという。そ

れは、この問題についての研究方法が家父長的な、中立

主義的な方法論に縛 られて発展できなかったからだと考

えている。

論文 1は フェミニスト・ リサーチの方法として、フォー

カス・ グループインタビューを実施 している。 7つ の都

市でシェルターを調査対象として、 7人から3人、最大

でも10人で 9つ のグループを作 り、グループに調査者が

入っていくつかの質問をしていく方法で、暴力を逃れて

シェルターにきた女性たちの経験を聞き取っている。

暴力が介在する関係の現実は、 1対 1の面接方法では

把握 しにくい。被調査者が過去の事実をことばで調査者

に具体的に伝えることに難 しさがあり、 ことばによる描

写や感情の表出などがどこか抑制的になる。その結果、

事実が一層つかみにくい。DV問題のこのような特質を

考慮 して、グループを作る。経験を分ち合うことで一人

一人がより詳 しく自分の経験を話すきっかけをつかみ、

調査者が内容を深 く把握できる。

この調査の過程において、参加 した女性たちは仲間の

感情的な支持や共感を得て人間としての自尊心を回復 し、

また沈黙の中に押 し込められていた女性たちの知識に光

が当てられていく。

論文 1は、社会資源としてのシェルターの持つ役割を、

利用 した女性のインタビューから確証 し、シェルターに

おいて暴力から逃れてきた女性たちを援助する時の 6つ

の基本的な原則と、グループヮーカーの 7つ のスキルを

提起 している。そこには、不確かさや不安を抱えて手探

りで生きていく女性を見つめ、当事者が「 これでいい」

と納得 していく自己選択 自己決定に価値をおくソーシャ

ルヮークの価値観が示されている。

2)論文 2は アパラチャ山脈地方に住む 8人の自人女

性のインタビュー調査である。論文 1と 同様、シェルター

を調査対象に選びそこを利用した女性たちをインタビュー

調査をしたものである。彼女たちが「幸福な愛情に満ち

た家族という近代家族のイメージ」からかけ離れたDV
の事実に対 して加害者を批判する以上に自責的になり、

その結果、事実を周囲に隠 していくことをインタビュー

調査を通 じて明らかにしている。そのためにシェルター

に入ってきた女性たちの多 くが、内面化された家族の文

化や社会規範、家族神話などとの葛藤の中で、バタラー

である夫のところに戻っていく。
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しばしば日本でも関係者から「なぜ戻るのか」と批判

される現実がある。論文 2は、 1対 1の深い質的調査を

もとに社会構造、社会規範、その地域の伝統的な家族観

などが、女性の内面において、DVの事実との間に大き

な葛藤を引きおこすことを明らかにしている。女性の行

動が個人の弱さというレベルの問題ではなく、構造的な

ものであることを示唆 している。

3)論文 3は夫婦・ 恋人など親密な関係でおきた殺人

事件の犯人である23人の男性と、18人の女性に一人づつ

45分から2時間のインタビューを実施 している。 このよ

うな親密な関係における殺人事件は、まさにDVの行き

着いた結果であるということができる。殺人事件におい

て85%は 男性が犯人 (加害者)で、残り15%は女性が犯

人 (加害者)で ある。論文 3は夫婦など親密な関係にお

ける、殺人事件に帰結する悲惨な事実には、DVの 日常

的な積み重ねがあるという推論を持ち、その検証を試み

ている。

18人の犯人女性のうち、16人は殺人に至るまでの間に、

病院での治療を受けるようなDVを たびたび経験 したと

話 しており、そのため相手に強い恐怖感を持っていたこ

とが明 らかになっている。

犯人男性のうちの半数 も女性から暴力を受けたと答え

ているが、治療を受けた人はない。結果として相手を殺

してしまった男女のうち、その時点までに起きた暴カヘ

の恐怖感を、女性の14人が強 く訴えたが男性では 5人で

ある。 このような男性と女性の差異はこれにとどまらず、

私選弁護人をつけられるか、国選弁護人かといった裁判

における不利益にも存在することまで示 している。私選

弁護人をつけた割合は男性に多 く、その結果、犯人は女

性に比べ有利な結果を手に入れたということである。

2.1996年

論文 4.%“ θれ,力οιθんεθ,αれα Fθαrr Oれθ Cοれ―

屁
“
んじιν's Ettθ rjθんθθ

Barbara Kasper and Carmen I Aponte,v0111,

No 2

1)1992年 に、殺された14人の女性たちの未解決の事

件に関心を持つ女性たちの連合組織 と して「 Women
Agaist a Violent Environment」 (WAVE)と いうグルー

プが、ニューヨーク州のロチェスターで結成された。

その後 この組織は、女性に対する全般的な暴力の問題

に関心を広げ、この地域の女性の暴力の経験ついて調査

を実施することになった。当初は地域の女性たちだけで

進めることにしていた調査に研究者が入 り、地域の女性



たちとの「共同の参加型調査」として、20項 目の質問項

目をグループの議論を重ねて作成 した。その質問用紙を

地域の公共機関や企業の従業員組織など、多様な機関を

つうじて女性たちに郵送 し781の回答を得た。 それを集

計 し分析 した論文である。

その中では女性が暴力の怖さを感 じている対象として、

見知 らぬ人が457人、恋人や配偶者、また実父や継父が4

53人であり、女性の暴力の加害者が実際は外部の見知 ら

ぬ人と同程度に、親密な関係の中にいることが明らかに

なった。また、実際に被害を受けた経験についても、外

で受けた経験とほぼ同数の数が、夫やパー トナーからの

暴力またレイプの数字となって確認された。 このような

調査結果は、地域社会における女性への暴力の構図を女

性の立場から書き換えることになった。

それは、社会通念であった公共の場所での犯罪防止や

暴力への対応と同数の、発見 しにくくかつ逃れにくい、

家族のなかのDVを見落としてきたという警告を、地域

社会にそしてソーシャルヮーカーに与えている。論文 4

は、地域福祉の視点としてのDVと いう課題を提起 して

いる。

3.1997年

論文 5.λ rιんθぉ οr Proι ttοれjsιS?鶴θ7rαれsjιιOれ

ffoasθ 几イουθれθれιαんα Coん sθ′υαιιυθ Chα rcんθs

Lori Beaman― Hall and Nancy Nason?Clark

V01.12,No 2

論文 6.ス b“sθα 7/oれθんjん Мtt McχιcαれSりθ′ιθrsI

Fα cιοrs倒しαι f2/Jα aθθ Lα
"θ

れ滋んcθ οれ

Djscんα4gθ

」udith C Hilbert, Raiza Kolia, and Dawn

M Vanleeuwen,Vol 12,No.4

1)論文 5は保守的な教会と社会サービス機関の関係

に焦点をあて、そこにおける ドメスティク・ バイオレン

スの認識や対応の違いを研究 している。

論文 5は 4つ の研究にもとづ く。 1つ は25人の聖職者

に対する電話によるインタビューと、15人 のシェルター

のヮーカーとの 1対 1の面接調査である。 2つ 目は345

人の牧師の質的調査で、女性や子どもの虐待に係わった

経験、家族内の暴力や虐待に関する認識などを調べてい

る。 3つ 目は、 2番 目の調査結果にもとづき、さまざま

な地域における100人の聖職者の一人ひとりにインタビュー

し、女性や子どもの虐待に関する経験と認識をさらに深

く検証 しまた、特に虐待を受けた女性への牧師のカウン

セリング 0ア プローチに焦点を当てている。 4つ 目の研

究は30か所250人の教会信者である女性を対象に、フォー

カス・ グループ 0イ ンタビューを実施した。グループ参

加者は家族の中で暴力を受けた経験をもつ。ここでは女

性たちのニーズや、サービス提供機関との関係に焦点を

当てている。

論文 5は、保守的な思想を堅持するキリスト教の教会

とシェルターが、DVの被害を受けている女性をめぐっ

て、協力しあえる関係なのか、対立し戦う存在なのかを

論考している。シェルター運動をしてきた女性たちは、

家父長制を批判し、女性を抑圧してきた男性のパヮーや、

女性の経済的不利、また社会における暴力の容認などを

運動の核心においている。聖職者はDVを受けた女性に

「家庭にとどまり、祈る」よう助言していた。その結果、

教会は離婚することやシングルマザーであることに社会

的なスティグマを与えて女性を縛ってしまうとフェミニ

ストたちは批半1し てきた。

カナダでも1993年の調査で、10人のうち3人はDVの

被害を経験しているという結果が出て、教会関係者もこ

の問題の深刻さを十分認識している。しかし、牧師たち

はシェルターのヮーカーが、援助を求めてシェルターを

利用した女性たちに教理と反対のことを言うのではない

か、家族や夫婦の神聖さを覆すような考えを押しつけて

いるのではないかと恐れていた。

このような家族のもつ神聖性や服従・和解という信仰

の鍵となる思想を巡って、両者の間には緊張の高い議論

が生まれる。 しかし、調査は、それにもかかわらず両者

は、協力体牛1を持っていることを明らかにしている。特

に教会の中の女性グループが中間に入って、暴力から解

放された生活に向けて女性たちを励ましていく役割を持っ

ている。

社会資源の乏 しい地域においては、教会は①物理的

なスペースとしても、②個人生活の援助の場所としても、

③地域のボランティア活動の拠点としても、ソーシャル

ワーカーにとって重要な力を持つ。論文 5は、ソーシャ

ルヮーカーに女性のもつ信仰上のネットワークの重要性

を認識するよう求めている。

2)論文 6は シェルターから再びもとの生活に戻って

いく女性と、シェルターを経て自立し新しい生活に入る

人の二つのグループに対して、①自殺企図とパートナー

との関係の質や薬物依存との相関性、②「戻ること」 と

「自立」という2つ の結果と、シェルターの滞在期間、

暴力の中身、自殺企図、薬物やアルコール依存の相関性

などを中心に研究 している。

女性が暴力的なパートナーとの関係にとどまり続ける

要因は、①経済的な問題、②社会心理的な問題、③状況
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要因、④制度的な問題、と整理されているが現実はもっ

と複雑な要因が絡まっている。論文 6の著者は、シェル

ターを利用 した女性が重いうつ状態であったり、自殺企

図やアルコール、薬物問題を抱えている率が高いという

仮説を踏まえてこの研究を進めている。

調査はニュー・ メキシヨの南にある 3つ の地域のシェ

ルターを利用 した216人の面接票を集計、分析 したもの

である。シェルターに滞在する期間を、 5日以下、15日

まで、30日 まで、30日以上と4区分すると、216人 のう

ち103人が 5日以下である。そして15日 以下のグループ

までは、「戻る人」と「 自立する人」 の間に数字の差が

余りない。 しか し30日 まですなわち 1ケ 月になると、

「戻った人」が 7人 に対 して、「 自立 した人」は40人、30

日以上では「戻った人」が 1人に対 して「 自立 した人」

が16人 と数字にはっきりとした差が出てきた。

簡単に結論づけることはできないものの、シェルター

滞在の長さは、暴力的なパー トナーからどのように逃れ

るかを女性が学んでいく時間として、有効に働いている

と考えられる。暴力の内容との関連では、身体的な暴力

以上にことばや精神的な暴力が、女性にパー トナーから

の離脱を促す誘因になっていると分析 している。

加えて自殺企図やうつ状態、アルコール、薬物依存が

暴力の苦 しみ、痛み、絶望感とつながって女性の中にあ

ることへの認識と理解が必要である。「戻 った人」が抱

える問題には、このような精神医療ニーズがある。

そのような女性たちに、 ソーシャルヮーカーはなにを

すべきだろうか。DVの 問題はマクロ、 ミクロ両サイ ド

からの介入が求められる。加えて「なぜ、逃げないのか。

なぜ、戻るのか」というプレッシャーから女性を守る役

割を求められる。そのために、女性自身が自分の決断を

獲得 していくようエンパワーしていく。その方法として

論文 6は、「 シンボリック相互作用論的介入」と、「ケア

役割の担い手」として自分の力を確かめてきた女性への

援助という、二つの介入の視点の統合を提言 している。

4。 1998年

論文 7.πttι λ Iうζαs lιζοがι Bθ スれ夕れο″"r Rθαあj4g

ιんθ ru″ιJれg Pο jれι jれ Oρρじ4g 77zιん Lιι′れαιθ

↓′jο′θれθθ

Zvi Eisikovits, Eli Buchbinder, and NIichal

Mor,Vol 13,No.4

論文 8。 Dοれθsι
jο Ⅵο′θれοθ GじんBαれ「スんスれαιysjs o/

Lιθ″sι―Grο lzp Cοィιjcι

Suzanne X/1organ,Larry Nackerud,and

Bonnie Yegidis,Vol 13,No 4
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1)論文 7は女性の日常生活世界におけるDVの経験

を、現象学の理論基盤の上にフェミニズム・ パラダイム

を使って明らかにしていく試みである。暴力をお、るう親

密な関係の夫やパー トナーか ら、「去 るか」 あるいは

「戻るか」といった単純な二つの選択を前提にしない。

また、その二つを分離 して考えない。それは女性の内面

では二項対立的なものではない。DVに かんする研究で

は、約半数の女性がシェルターから加害者のもとに戻る

と統計的に実証され、またその要因として社会心理的要

因たとえば低い自尊心とか不安感や恥の意識、罪の試

孤立感などが指摘されている。

また社会的経済的要因として、仕事がなく経済的に自

立できないこと、適切な住宅がない、フォーマル、イン

フォーマルな支援が不足 しているなどの説明がされてき

た。 しかし、それは女性の内的能力や自己決定を見下げ

た観点ではないかと論文 7は考える。

このような視点か ら北 イスラエルの「 Emergency

Hotline for Survivors Of Violence and Domestic Abuse

lntervention and Research Unit」 に、98年か ら94年 の

間に援助を求めた女性の中から20人を選んで、半構成的

な、そして深いインタビューを実施 した。そして、そこ

で明らかにされた女性の経験を断片化 したリカテゴリー

化 したりして、真意を変形 してしまうことに注意 しなが

ら、女性の内面に展開する喪失のプロセスを次のように

分析 している。

喪失には自分と相手との関係において、また自分自身

に対 して、という二つの流れがある。相手との関係にお

いては①「私たち」という関係と絆となる愛の喪失、②

相手の人間としての良質な面を見失うという喪失、③相

手が変わってくれるということへの信頼と希望の喪失、

がある。また自分に対 しては ①本当の自分を見失 うと

いう喪失、②激 しい暴力のエスカレー トよる安全感の喪

失、③脈絡のない暴力の出現に対処することの意味の喪

失、である。このような内面の喪失経験は、女性の人生

全体の方向感覚を失わせていくことになる。

20人の女性のうち17人が、 このような内的認識の変化

が起きた正確な日にちや時間を把握 している。女性はこ

こで、重要な深い認識の転換点を経験 している。論文 7

はソーシャルヮーカーに女性たちの力を、単に加害者の

男性から去ること、自活することに求めるのではなく、

深い喪失を抱えながらも他者といるという状況のなかに

発見することを求めている。また子どもなどを含む他者

との関係性や責任性にこめられた女性の強さを、依存的

だとか能力がないと結論づけてしまわないように警告 し

ている。



2)論文 8は銃社会といわれるアメリカの、DVと銃

との緊張関係 に焦点を当て る。 1994年 に「Violence

Against Women Act」 いわゆるDV法 が成立 した。 D

Vは犯罪であるという認識に到達 した。繰 り返 し強調さ

れるように、そこにいたるまでには、バター ド・ ウーマ

ン運動といわれる長い戦いの歴史がある。さらにDV問

題を個人的な問題から社会的な問題へ転換 していくため

に理論的な課題としても大きな努力があった。

1992年の全米の殺人事件22,540件 のうち、10%は 配偶

者によるものまた 6%は親密な関係のパー トナーによる

もので、女性の被害者は男性の10倍 だったという数字が

出ている。女性は圧倒的に夫、恋人の殺人の被害者であ

る。

70年代の草の根 レベルで始まったバター ド0ウ ーマン

運動はDVの問題を社会に粘 り強 く提起 し、それによつ

てアメリカでも80年代半ばには、DVへの社会的対応は

変化 していったが、それでも警察はこれを責任をもって

対応する問題と考えるよりも、 ソーシャルヮーカーの仕

事を手伝っているという認識にとどまっていた。

大きな変化 は94年「Uniform Crime Reports」 で、

DVが重要な犯罪であると認知されたことである。また

「Violence Against Women Act」 (1994年)に続いて、

96年 9月 に 「 Omnibus Consolidated Appropriation

Law of 1997」 が成立 し、過去に犯罪、非行などを犯 し

た人には銃の所有を認めない、という条文にDV問題 も

含まれることになった。

論文 8は、そこに次のような事実が絡んできたことを

明らかにしている。一般の家庭ではDVの発生が16%で

あるのに対 して、警察官の家族では40%の 発生率だとい

う。銃の所持が公に認められる警察官や軍隊の兵士など

の家族とDV問題との無視できない関連性や、また銃所

持の規制に反発するさまざまなグループの間において、

厳 しい社会的論争が引き起 こされた。政治的な力関係の

中で、この条項が覆されかねない現実がある。

論文 8は DVの根絶を願うフェミニス トの視点から、

また人間の人権を守るという立場から、 この問題に妥協

はないと結論づけている。

5.1999年

論文9.Dοれθsιιc Иο′θれεθス
“
ο昭スFDC Rθ cゎιθれιS I

物 ιιCαιjοんS/OrルIζθゲα″―ιο l1/ο tt Progκれs

NlariOrie R.Sable,Nl.Kay Libbus,Diane

Huneke,and Kathleen Anger,Vol.14,No 2

論文 10.Bαιιθ
“
α Wοれθれαれα7んοjr Cん jια

“
″ ス P“ιιjθ

Pο′jθν Rθ,ροれsθ

」udith Owens NIanley,Vol 14,No.4

1) 論 文 9 は AFDC (Aid to Families with

Dependent Children)受 給者の女性たちとDVの問題を

リンクさせ て い る。 AFDCは 1996年 に 「 Personal

Responsibility andヽVork Opportunity Reconciliation

Act」 という新 しい法律によつて就労支援プログラムが

導入され、 2年間の公的扶助受給後は就労すること、ま

た受給可能な年数は 5年を限度とすることになった。そ

して AFDCは TANF(Temporary Assistance to Needy

Families)と名称変更 された。 AFDCの受給者の多 く

はシングルマザーであり、制度改革はもろに女性への厳

しい要求となった。

論文 9は、多 くの AFDC受給者の女性たちが夫やパー

トナーからの暴力の体験者であると考え、導入された就

労自立プログラムがそのような女性たちにどのような影

響を与えているのかを調査 したものである。

調査は96年 に実施され、404人から回答を得た。調査

時点では85%の女性が不就労で、そのうちの75%は過去

2年に断続的に働いた経験を持 っているが、 6%の人は

働いた経験がないと答えている。また全体の43%はかつ

て結婚 しており、残 りの約40%の 人たちも恋人など親 し

い男性関係があると答えている。

働 くことができない理由としては、①子どもの世話や

車がないこと、②虐待がある、また家族の支援が得 られ

ないこと、③パートナーのことが原因で仕事を失ってし

まう、いう回答が多かった。受給者の約36%がパートナー

にアルコールや薬物依存の問題があると答えている。ま

た、同時に約35%は、受給者本人その他の家族員に、同

じ問題があることが確認されている。

そして29%の女性がパートナーによる身体的暴力を、

25.2%は言葉による暴力を、また22.5%の人がパートナー

からの暴力に怯えを感 じていると答えていて、AFDC

受給者の女性たちの日常に、DVが大きな影を落として

いることを明らかにしている。

論文 9は、ホームレスの女性や低所得者用の施設で暮

らす女性たちには、82～92%と いう高い比率でひどい被

暴力体験があることや、最近の同様な調査の結果は、もっ

と被害の割合が高いことなどに言及して、女性たちの日

常の困難性と暴力の関連性を示 している。

要するに①女性たちは暴力から逃れるために、夫と

別れて公的扶助の申請をすること、②暴力によるPTSD

が女性の就労継続を難しくしていること、③現在もパー

トナー関係に起きているDV問題が、女性が働くことを

妨げている、と説明している。



2)論文10は ニューヨーク州におけるDV問題への取

り組み姿勢と、シェルターと短期的な援助、一時保護サー

ビスそしてアルコール、薬物、またその他の精神疾患の

対策などを検証 している。

ニューヨーク州の場合、1984年 ごろから「家庭内暴力」

の問題に取 り組み始め、87年 に「 Domestic Violence

Prevention Act」 が制定され、シェルターヘの資金援助

やそれ以外のDVに対するプログラムが具体化 した。ま

た94年の「 Family PrOtection and Domestic Violence

lntervention Act」 では、DVを犯罪と認識 して対応 し

ていくために、女性だけでなく子どもへの影響なども考

慮に入れて、警察の研修や教育が進められた。 この二つ

の法律がニューヨーク州のDV対策の柱になっている。

論文10は このような展開において、現在ニューヨーク

州がこの問題においてどのような課題を抱えているかに

ついて検討 している。 シェルターが不足していることや、

シェルタースタッフが、利用する女性たちの心理的支援

や子どもたちの問題、またそのあと必要なサービスなど

について十分な知識や援助ができていないことを指摘 し

ている。

また女性がDVか ら逃れて新 しい生活を築いていくた

めに必要な社会資源がないため、シェルター利用者 もま

たスタッフも苦 しんでいる現実がある。DV問題への対

策として、論文10は 3つ のレベルを示 している。 1つ は

緊急避難の場所としてのシェルターにおけるさまざまな

課題、 2つ 目には次の段階として適切な住居の提供や仕

事、学校のこと、生活用具の支援、また健康状態やアル

コールや薬物問題を含むメンタルヘルスヘの対応である。

そして 3つ 目はその後の定住や PTSDへのかかわ り、

長期にわたる相談援助の関係の継続である。

このように緊急時の保護から始まり、将来の生活にわ

たる政策を準備することがDV問題への取 り組みの計画

として必要だと述べている。
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1)論文11は 90年代後半からソーシャルヮークにおい

て、重要な意味を持ち始めたエンパヮーメント理論の有

効性を、DV問題において明らかにし具体的な方法とソー

シャルヮークの過程を示 している。1976年 の “Black

Empowerment"(SolomOn)は 、黒人女性が自分の内

面で、また社会の中で、経済的にも政治的にもその能力

を高め、自分の生き方を自分で決めていく力の獲得に向

けて援助 していくソーシャルヮークの方向性を示 した画

期的な文献である。

エンパワーメント理論の3つ の重要な概念は、①パワー、

②無力、③抑圧である。その後のDVに関する研究は、

DVが夫やパートナーによる支配とコントロールの構造

の中でおきていることを明らかにした。それは男性の力

に支配され、抑圧され無力になっていく過程である。バ

タード・ ウーマン運動は、女性が自分の言葉で真実を語

る力によって自分自身の人生を切り開く運動であった。

ソーシャルヮークに求められるものも、どのように無

力な状態から回復するか、どのようにして女性たちをエ

ンパワーするかということに焦点がおかれる。

論文11は 4つ のエンパヮーする戦略を示す。それは

①情報を提供 し、シェルターを紹介 して、具体的な行動

が実現できるように選択可能 な状況 を提供す る。

(Enabling)②経済的な支援や仕事、入居できる住宅な

どを提供して行動の具体性を導 く。 (Catalyzing)③ そ

の後 の孤立 を防 ぎ、 地域 の社会資源 を広 げ る。

(Linking)④予備知識を与えながら、裁判やその他の

危険に対 して一緒に行動する (Priming)で ある。

4つ の戦略は直接的な援助のレベルだけでなく、地域

社会から社会全体に向けたDV問題の政策や啓発など、

ミクロからマクロレベルまで視野に入れて進められる。

またこれらは女性個人やグループにおいて、次のよう

な変化を生み出していかなければならない。それは①

自己能力への信頼の回復、②仲間意識の向上、③自己卑

下や自己批判を減少させる、④自己の責任を引き受けて

いく、ことである。このような4つ の戦略とそれに向け

た個人やグループにおける4つ のステップをエンパワー

メント・ プロセスの具体的な方法として示している。

2)ア メリカの AFDC(Aid to Families With De

pendent Children)が TANF(Temporary Assistance



to Needy Families)と いう新 しい制度に移行 したこと

は、これまでの論文において読んできた。論文12と 論文

13は、新 しい公的扶助 TANFに組み込 まれたDV問 題

支援策としての FVO(Family Violence Option)|こ焦

点を当てている。

DVが女性の抱える深刻な問題であること、 さらに

AFDCの受給者の20%、 あるいは75%が DVの 被害経

験をもつという諸研究、夫・パー トナーによる殺人事件

の数など、DVがアメリカの社会問題の一つであるとい

う認識が共有化された結果、TANFは FVOと いうプロ

グラムを組み込んで制定された。

しかし、これを実施するか否かは各州の裁量に任され

ている。1999年時点では35の 州がこのプログラムを導入

した。FVOプ ログラムは、家族の中でさまざまな暴力

虐待を受けた人については、TANFが要求する受給期

間の制限、自立助長に向けた就労準備プログラムヘの参

加などの条件の適用を延期する、というものである。

論文12は 2つ の州の、 5つ のグループ、 1つ はセルフ

ヘルプ・ ア ドボカシー・ グループ、 2番目と3番目はシェ

ルター利用者、 4番目は精神科カウンセ リング・ プログ

ラムのメンバー、 5番 目は就労援助プログラム受講者か

らすでに 3年以上公的扶助を受給 している24人を対象に、

フォーカス・ グループ・ インタビューの方法で調査 して

いる。

グループ・ インタビューでは、子どものころの虐待経

験 も含めて自分が育ってきた家族のこと、そして大人に

なってからの被暴力経験、また仕事の経験、健康状態、

公的扶助の受給において経験 したこと、そして子どもに

関することなどを聴いている。グループ・ インタビュー

の場合、同 じような経験をしている人の言葉に触発され

率直にそして詳細に身体や心に受けたダメージが語 られ

ていく。

論文12は その中から3点に絞ってまとめている。 1つ

は働いた経験についてである。十代で薬物の使用などの

理由で高校を中退 している女性たちは、就労経験をもた

ない場合が多い。あるいは子どもが小さいときは家にい

て、子どもを育てることに専念すべきだという社会的規

範に縛 られている。また、子どもの保育施設がないとか、

その経費がない、通勤に必要な車がない、など働 くこと

を妨げる要因が多面的に捉えられている。働 く気がない

という批判されてきたが、女性たちはこのようなさまざ

まな問題をもつ一方、「生き抜 くことは、 自分の収入を

もつことなのだ」と考えている。

2つ 目は健康上の問題である。夫の身体的 0精神的暴

力の後遺症に悩む女性が多 く、その中には、度重なる望

まない妊娠や中絶による身体的損傷などがある。子ども

の頃の性的虐待や、自殺企図の経験が多数、話された。

また夫のス トーカー行為で良い仕事を手放さざるを得な

かった経験 もある。

3つ 目の公的扶助受給における経験では、丁度1996年

から99年 というAFDCか らTANFへの制度改革の時期

であったため、二つを比較する経験を聞くことができた。

たとえば、AFDC下 では1500ド ル以上の価値がある車

の保有は認められなかった。そのために移動のための車

を手放すよりも、扶助の受給を拒否 したという経験であ

る。

FVOプ ログラムのポイントは単に適用条件の猶予だ

けでなく、訓練されたケースマネージャーまたは専門の

ソーシャルヮーカーの援助を受けることができることで

ある。論文12は いくつかの州でそれは成功 しているとい

う。 ソーシャルヮークの実践としてあげられたものは次

のようなものである。①心理的な支援、②自尊心や身体

的な回復の援助、③決断を導いていく支援、④危機

を乗 り越えていく援助、⑤経済的な自立を達成する上で

の援助、⑥親としての役割のサポー ト、⑦障害に対する

手当の申請、などのきめ細かいケースワークの力を指摘

している。

ともかくアメリカ社会を生き抜くことの困難さは、ホー

ムレス化という厳 しい現実とのせめぎあいを目の前に見

ることになる。そこにおいて、 5年 というTANFの受

給期間と女性たちの持つ問題が緊張関係を残 していると

結論づけている。

3)論文13は公的扶助受給者とDV問題の関連性を研

究する理由を、次のように説明する。すなわち、実際に

はかなり早い時期にこの分野で働 く人々から、女性たち

のDV被害の深刻さが話題になっていた。 しかしDVが

社会問題となっていくためには、「援助に値する」一般

の人々の問題として認知されることが必要であったとい

うのである。

支援者たちに、公的扶助受給者とDV問題の関係性を

明らかにすることにためらいがあったのは、「援助に値

しない人々」という公的扶助受給者への偏見があるから

だった。 しかし、公的扶助制度が厳 しい条件をもつ制度

に改革されることは、女性をDV被害から逃れにくくす

るという全ての女性に関わる問題である。

こうして改めて公的扶助制度とDV問題の関連性を研

究することの重要性が、意識されることになった。DV

問題は、女性 と社会福祉政策の交点のひとつとなったの

である。FVOは受給者に対 してDVの被害者であるか
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否かをスクリーニングし、カウンセ リングやその他のサ

ポー ト・ サービスを提供する。社会は女性が抑圧され虐

待される存在であるという認識を肯定 しないまでも、

「社会的弱者」ととらえて女性を保護する法律や政策を

進めてきた。と同時に TANFも そうであるように自己

責任を求め、またDV問題の解決 も女性が自分の中で解

決 していくこととしてきた。

論文13は このような伝統的な保護と自己責任の政策思

想ではなく、女性の強さ、生き抜 く力、立ち直る力に着

目し、「人々は成長 し変化することができ、 そのために

は平等にあらゆる機会や社会資源を利用できなければな

らない」というス トレングス視点が必要であると述べて

いる。

第一のステップは、女性を被害者という言葉で呼ばず、

サバイバーと表現すること、直接、援助にかかわるソー

シャルヮーカーはFVOの有効性を高め、女性 と子ども

の安全を守る力をもつこと、また地域社会はネットヮー

ク作 りをしながら、DVが個人的な問題ではなく社会的

な問題であるという認識を広げていく。

第二のステップはサバイバーのニーズを理解すること

である。FVOの スクリーニングにおいて、 DV問 題を

把握するためには何よりも安全性を保障する必要がある。

非審判的な態度とDV問題への理解にもとづく、感受性

豊かなソーシャルヮーカーの姿勢が必要である。社会資

源としてはシェルターやTANFな ど、精神的、物理的、

経済的なニーズヘの対応である。加えて何よりも柔軟な

発想が必要である。

第二のステップは自立の障害を明らかにすることであ

る。女性の自立を妨げているのは、女性自身の問題では

なく専門家や周囲の人々が女性の話を信 じないためであ

る。その結果女性は夫のもとに戻 らぎるを得なくなる。

ソーシャルヮーカーは、これまでは公的扶助の認定の

調査と決定にとどまっていたが、FVOの適用において

はDVに対するセンシティヴな対応とサービス提供のケー

スマネージメントが期待される。DVの ス トーリーを信

じ理解することが、FVOに おけるキーパーソンとなる

ための課題である。

第四のステップは前進的なプログラムを作ることであ

る。たとえばソーシャルヮーカーがグループ作りや育成

をすすめていく。また組織的にはサバイバーから直接話

を聴 く研修や、訓練プログラムを実施する。スーパービ

ジョン機育ヒやカンファレンスを充実させることなどであ

る。

問題への深い理解と力量をもつソーシャルヮーカーの

存在が、社会福祉政策の改革のカギといっても良いだろ
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4)論文14は医療機関におけるDV問題を、ソーシャ

ルヮークの観点から調査研究したものである。医療機関

はDVが原因で医療的処置が必要になった女性が受診す

る場所である。 しかし、処置するスタッフがDVについ

て聞けば答えるかもしれないが、一般的にはDVの問題

を暗示する程度に止まることが多い。そのような現実に

ついて、事実を明らかにすることの障害となるもの、ス

タッフと患者双方のこの問題に対する態度、援助を求め

るパターンや求められた介入への対応などについて、 4

つのクリニックの321人の女性から、回答を求めたもの

である。

調査の中で279人、87%の女性が何 らかの形でDV経
験をもっていると答えている。このような調査結果が物

語ることは、DVに ついての沈黙の構造化である。医療

とDVと は関係がないというスタッフと女性たち両方の

思い込みが、沈黙を一層押 し進める。問題を押 し隠す沈

黙が双方で共有されていく。それはDVについての情報

を求めないスタッフと、スティグマを恐れる女性との相

互関係である。

DVについての沈黙を打ち破る方法は、女性の意識啓

発である。スタッフがDVに関して質問するとか、クリ

ニックの室内にDVに 関するメッセージや情報を掲示す

る。また、DV問題に専門的に係わるソーシャルヮーカー

を雇用したクリニックもある。

またソーシャルヮーカーは地域で、家族や友人を対象

にグループ活動を展開して地域の問題意識を高め、また

情報を増やしていくことができる。ただし、問題解決へ

の道筋は、その地域のサービスの実態や問題認識によっ

て大きく作用される。さらに最終的な決断や解決は、女

性の自己決定と選択にゆだねられる。実際にもこの調査

に参加した女性たちは、地域の限られたサービスの中で、

他の人々に比べて経済力のない生活をしている人々であっ

た。このようにソーシャルヮークは医療の外側にある社

会構造まで更に視野に入れなければならない。

5)なぜ夫やパートナーが女性に暴力をおゝるうかにつ

いて、現段階において理論的合意に到達していない。論

文15は この問題をボゥルビーのアタッチメント理論から

説明しようとする試みである。

DVについては①心理学的な視点、②社会学的な視

点、③フェミニストの視点などから説明されてきた。①

の立場からは暴力をふるう男性について、自尊心が低い、

衝動のコントロールができない、反社会的性格、薬物依



存者、さらには頭部外傷などさまざまな要因が指摘され

ている。また女性の心理的側面としては、子どもの頃に

ひどい虐待を経験 しているため現在のDVを過小評価 し

たり、将来の被害の重大性に気がつかないと考えられて

いる。問題を合理化する構造である。

論文15は このような女性たちのインタビュー調査から、

次の 4つ の特徴を導き出している。それは①怪我や被害

を受けていることを否認する。②相手の暴力は、本人自

身もコントロールできない要因に原因があると考える。

③行動に移 したり、別の感情を見つめることを否認する。

④罪を負わせたり非難することを避ける、である。

また、家族モデルからは暴力が世代間連鎖 した行動で

あると指摘されている。

社会学的な視点では、社会の中に深 く埋め込まれた男

女の社会的役割や、その結果としての女性の経済的な能

力の低さ、また貧困問題や失業、 ドラッグやアルコール

など社会的有害因子と関連づける。ただし、だからといっ

てDVは低所得階層に限定できる問題ではない。

フェミニズムの視点から、DVは 明らかに男性から女

性への支配的な力の行使であり、社会構造的な問題であ

るといわれている。ラディカル・ フェミニズムでは「バ

ター ド●ウーマン」という言葉さえ拒絶 している。

論文15は DVの関係性を考える理論として、ボウルビィ

いう子どものときにアタッチメント欲求が充足されなかっ

た、そのために大人になっても不安や恐れ感の強い男性

や女性が、このような関係を生み出すという考え方に立

つ。ただしこの幼児体験は、 ジェンダー役割の不平等な

社会化という過程のなかで理解されなければならない。

ジェンダーによる差異化が進められる中で、男性と女性

がそれぞれのジェンダー・ アイデンティティを独占化 し

て生きていくことになる。

その結果、男性はジェンダー区分が曖昧になると不安

になり、それを再所有 しようとして暴力に訴える。また

女性は他者に配慮 しまたケアすることによって、他者と

の関係に存在の核を見出す。その結果、関係を続けるこ

とが女性のウェルビーングの本質となる。ギ リガンらに

よって明らかになった男性と女性のジェンダー役割の社

会的形成が、DV問題に大きな作用をもたらしている。

ただこのような理論が即、 ソーシャルヮーク実践に応

用できるわけではない。 しか し理論や研究は、DVを黎

む関係を「離れる」、「去る」 という行動が、その関係を

「続ける」 ことに比べて、女性にとって異なった自己認

識、重大な世界観の転換を迫ることであるという理解に

到達することができる。

DV問題についてこれが正 しいという唯一のアプロー

チがあるわけでないが、心理的な領域と社会的な研究と

の統合と、また深い認識のためには多面的な視点が必要

である。

ア.2001年
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Susan E Smith,Vol.16,No 4
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Judy Shepherd,Vol.16,No.4

1)論文16は ウィスコンシン州におけるプロジェクト

の検証である。ウィスコンシン州は TANFに おいて、

DV被害者のための特別措置であるFVOを導入 しなかっ

た。そればかりでなく、 いち早 くTANFが要求 した就

労プログラムWiscOnsin Works(W-2)を 実施 し、

働 くことを承諾 しないと公的扶助は支給されないという

福祉改革が進んだ。

その代わりに行政当局は、民間シェルターにDVの被

害者が公的扶助を申請する際に援助するサービス提供事

業を委託 した。 シェルタースタッフが、福祉事務所のな

かに机を置きそこで援助をすることになった。このプロ

ジェクト「Economic Advocacy Proiect」 |ま 97年 10月 か

ら99年 2月 までの17ケ 月の間、実施された。

これは行政のソーシャルヮーカーが、DVに ついて専

門的な知識をもたず支持的な面接や有効なアセスメント

ができないという理由である。論文16は アセスメントに

おけるソーシャルヮーカーの態度 と専門性 として ①申

請者の労働能力を見極める、②信頼を作り出すやり方で

申請者に面接する、③個人的な問題を評価 しそれに対応

する能力、の 3点を挙げている。

プロジェクトの実施にあたって、18人 の委員会が組織

され、さらにそのなかに、 8人のヮーキンググループが

作 られた。そして①DVに関する福祉事務所のヮーカー

の研修、②申請者への直接的な援助、の 2つ を柱に進め

られた。 しか し、実際にこの特別スタッフの援助を希望

した申請者は多 くなかった。また、福祉事務所のヮーカー

から紹介があったのは、たったの 2ケ ースである。民間

スタッフはDV問題の訓練を受けた専門家であるが、同

じオフィスの中に机を置いたために申請者の信頼が得に



くく、また実務の上では法律にもとづいて仕事をしてい

く公務員と草の根 レベルのフェミニズム運動組織との、

共同作業の難 しさが明らかになった。

論文16は プロジェクトの問題点を、連携の 3つ の要素

が達成できなかったためと考えている。 3つ の要素とは

①地域において協力、連携の実績がある、②過程におい

ても結果においても、責任の範囲や専門分野、関心など

を分け合 う、③相互に信頼 し合い、理解 している、とい

うものである。

2)論文17は 1996年 の Personal Responsibility and

Work Opportunity Reconciliation Act(PRWORA)

によって、フェミニス ト運動の中で設立されてきたDV
へのサービス組織がどのような影響を受けていくかを論

じている。96年の福祉改革は連邦政府か ら州政府に,責

任を委譲 していく方向で進められた。 また、FVOの よ

うなDVの特別プログラムが誕生する一方、何よりも働

くことを第一の条件としている。

このような中で、DVの被害を持つ女性たちの暴力か

らの保護、安全性を優先的にしてきた援助機関は,さ ま

ざまな問題を抱え始めた。FVOプ ログラムが地域の組

織に委託され、その仕事について州政府からの補助金を

受けていくことにともなって起きてくる問題がある。た

とえば、①FVOは ゴールとしては就労 自立を目指 して

いる。 したがって援助機関は、女性の安全を守ることと、

さまざまなDVに関する問題をかかえる女性たちの就労

支援、という葛藤を黎んだ役割を担 う。②行政からの委

託を受けることによって、それまでのフェミニス ト理念

の実現をめざした組織が、階層化され官僚化するだけで

なく事務的な仕事 も増えてくるという変質をこうむる。

それだけでなく評価において地域の民間シェルターの間

に、競争関係さえ生 じかねない。

このように福祉改革は、これまでの男性中心の組織が

階層性や官僚制に価値を置いていたのに対 して、フェミ

ニズムの理念、価値感、目的、成果を対峙 して進めてき

たDV支援機関の根本理念まで揺るがすことになった。

3)論文18は アラスカの原住民社会におけるDVの 間

題を扱っている。DV問題の調査研究は多 くなったが、

このような土着的な、伝統的な文化をもつ地域社会を対

象とする調査は余りない。

しか し1997年の統計では、アラスカにおける女性の殺

人被害はアメリカ全土に比べて高い。全米平均が10万人

に対 して4.2人 に対 して、62人 という数字が出ている。

このうち原住民の女性は10万人に対 して19.1人 と全米平
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均の 4、 5倍の比率である。さらに90年 にアラスカで殺

された女性の50%が、夫かボーイフレンドによるもので

あり、95年ではアラスカの殺人の80%が DVに関係 して

いる。

論文18は、このような現実を背景に調査を実施してい

る。97年から98年 にかけてシェルターのスタッフと利用

者あわせて 9人から、半構成的なインタビューによって

DVの事実を聴き取っている。スタッフ自身もDVの体

験をもつ女性である。特にこの調査対象となった女性た

ちはアラスカの原住民社会に生まれ、育ち、そして今も

そこに生活している人々である。ただし相手の男性はか

ならずしも原住民ではない。

アラスカでは、人々は零下40度 にもなる厳しい自然環

境に生きている。自然環境だけでなく、①地理的にも孤

立した地域社会であり、②正規の警察官や司法関係者が

いない、③アルコールや ドラッグの問題が深刻である、

④狩猟生活という文化から銃などが身近にある、という

DVの被害者になる女性にとって危険な要因が複合して

いる。

さらに基礎的な社会資源も不足し、水道設備がない地

域であるとか、」ヽさな家に13、 4人が住んでいる、とい

う生活がある。その中でアルコール問題が深刻である。

加えて90年で言えば、20.3%の失業率で全米で最悪の数

字であった。

このような中で調査数が少ないという限界があるが、

論文18は インタビューから見えてきたものを次のように

示している。

伝統的な地域社会においては、家族の価値やコミュニ

ティの重要性が大きい。それだけに女性がそこから離脱

することはとても難しい。

ソーシャルヮークの役割はまず、①DVの状況におい

て女性の安全性を確保することである。また②暴力をお、

るう夫たちへのソーシャル・ サービスの提供である。た

とえば男女関係における怒りや感情を見直す相談の場を

提供したり、アルコールや ドラッグからの回復プログラ

ム、また③学校や地域においてのアルコール、 ドラッグ

また健全な男女関係などについての教育プログラム、で

ある。

このような地域におけるDVへの介入方法においては

は、地域や家族の持つ束縛と女性のニーズの両方を考慮

したやり方が求められる。すなわち個人と地域社会双方

への働きかけであり、女性の回復力と共同体のメンバー

としての立場を強めるストレングス 0モ デルが目指され

るべきである。



V.DV問 題 とソーシャルワーク研究

95年 か ら2001年 におけ る AFFILIA・ 」ournal of

Women and Social Workの 18の論文は、日本において

DV問題をソーシャルヮークの立場からどのように調査

研究してべきかについて、さまざまな示唆を与える。

全体としていえることは、研究の視座が多元的で、多

様であることである。宗教や地域、エスニシティ、階層

性などDVの 問題をさまざまな指標と絡ませて研究して

いる。それはアメリカ社会がもつ特質であろう。アメリ

カ社会と多様性の指標は異なるとしても都市と農村、関

西と関東というような地域性や文化などについてさらに

差異化していく視点は、日本においてあまり意識化され

ていない。

実際、地域における社会資源の差は、日本においても

著しい。たとえば、神奈川県にはシェルターが11か所あ

り、100人の利用が可能であるが、愛知県では1ケ 所、

2室のみである。③ このような地域特性は、 ソーシャル

ワーク研究にも反映されなければならない。

また論文 3にみるように調査研究の対象は、DVに よっ

て殺人を犯したグループにまで及んでいる。このような

DVに よる暴力死の危機や傷害致死事件、殺人事件は、

日本のソーシャルヮークの現場においても重い問題とし

て受止められている。。 しかし、調査までには至ってい

ない。筆者らは「相談員のためのハンドブック」におい

て「最終面接の 3つのポイント」の一つに、暴力死とい

う最悪の事態も場合によつては起こり得ることを伝え、

相談への信頼をつなげることを書いている。か しかしこ

の研究は、女性が殺人の被害者になる確率が高いだけで

なく、暴力から逃れるために殺人を犯すところまで追い

詰められる可能性もあるという事実を見落とすべきでは

ないと示唆する。たじろがずに事実を見つめる力量が必

要である。

ここでは18の論文の中から、DV問題に関するソーシャ

ルヮーク研究への示唆として次の4つ の点を確認 してお

きたい。第一に、フェミニスト・ リサーチという調査研

究を多くの論文が意識 していることである。日本におい

てもフェミニスト・ リサーチの方法が紹介されているが、

その方法を明確に打ちだした研究は少ない。つ 吉浜 らに

よる『 日本人女性を対象にしたドメスティック・ バイオ

レンスの実態調査』ゆがその一つである。その中で、フェ

ミニス ト・ リサーチとは「性差別の根絶を目的とし、女

性が女性であるがゆえに直面する問題やそれによって生

じる経験を、女性の視点で分析 し記録する調査研究」
の

と定義されている。さらにこの調査は「 フェミニス ト・

アクション・ リサーチ」によって、DV被害者のセルフ

ヘルプ・ グループ形成を実現している。研究と実践との

連携とは、このように新 しい社会資源を創出していくと

いう現実的な成果を追求すべきである。

第二に、公的扶助を中心に社会福祉政策とDVの 問題

の関係を研究の重要なポイントにしていることである。

特にAFDCか らTANFへ の移行にともないFVOプ ロ

グラムが創設された。公的扶助給付にともなうアセスメ

ントの指標として、DV問題が組み込まれてきた。いい

かえればジェンダー・ パースペクティプの具体化である。

しかし、福祉改革は財源削減を目指して進められその結

果、経済的に不利な状況におかれて生きてきた女性全体

にとって一層、厳 しい生き方を迫られることになった。

日本においてもDV被害者の求めるものは、経済的な

支援である。刑事事件と判断される被害者が「経済的に

自立する自信がない」といって、加害者のもとに戻ると

いう現実が関係者からしばしば報告される。DV問題を

考えるとき生活保護制度を中心に、社会福祉の制度・政

策がこのような女性をどのように支援できるかについて

検討されなければならない。現行の生活保護制度が、D

V問題をどのように制度適用のプロセスに組み込むかま

だ何も示されていない。しかし、検討はわずかだが始まっ

ている。わ

また現在の生活保護受給者や母子生活支援施設利用者、

児童扶養手当受給者などとDV問題の関連性なども日本

ではまだ十分に関心が向けられていない。 しかし児童扶

養手当改正を絡めて、厚生労働省は現在「母子家庭等自

立支援対策大綱」を示 し、法改正を目指している。DV

問題は社会福祉の制度・政策との関連性においても研究

されなければならない。

第二に、シェルターなどを調査対象に、DVを経験 し

た女性の心理的な問題や家族観、倫理観と地域社会との

関係性を緻密に、深 く研究しそこから援助の方法や考え

方を導いていることである。論文 2、 6、 7、 15、 など

はフォーカス・ グループ・ インタビューやシェルターの

面接記録、また近年の女性の社会心理的研究などを通 じ

て、女性のDV経験の個人的な意味や解釈までをとらえ

ようとしている。その成果はソーシャルヮークに深い人

間観、女性観をもたらすものになる。

日本の場合、問題は顕在化されたものの支援するシェ

ルター・ スタッフや婦人相談員、また福祉関係者の女性

観はステレオタイプ化していたり、個人的な偏見がその

まま放置されている現実がある。シェルターを利用する

ためには、離婚して加害者のもとから去るべきであると

いう「指導」を受け入れることになっているというシェ

ルターもある。



また、婦人相談所の一時保護所は、滞在期間をあらか

じめ 2週間と設定 している。そこにはどのぐらいの滞在

期間が必要なのか、また有効なのかという研究はない。

さらに現在においても、子どもを児童相談所の一時保護

所に分離 して保護する自治体さえある。 このような現状

は、現場の責任であるだけでなくDV問題に関するソー

シャルヮーク研究の責任でもある。

第四として論文11に代表されるように、DV問題に取

り組むソーシャルヮーク理論としてェンパヮーメント・

アプローチの戦略や過程を具体的に導き出 していること

である。DVと は、身体的、精神的、経済的などさまざ

まな局面において引き起 こされ、その結果、女性が人間

としての根源的な力を失っていくことになる。女性の持
つ力をどのように認め、そして回復させていくかという

ことがDV問題に立ち向かうソーシャルヮークの軸とな

ろう。

18本の論文が明らかにする調査や実践が、筆者 らの経

験を超えたきめ細かい、感受性に富んだ情緒的な支援と

具体的な方法に基づいていることに驚かされる。と同時

に、エンパヮーメントという概念を ミクロからマクロま

で各 レベルにおいて実現 しようと試みる構造的な発想に

も学ぶ点が多い。

Ⅵ おわりに

日本でシェルターなどを運営 している NPOの活動を

指 して、「 これらはソーシャルヮークとみなすことがで

きる」の と言うことができるだろうか。18本の論文は、
ソーシャルヮークとは個人と社会の相互関係の諸相に生

起する問題を、可能な限り多面的に深 く知 り、その上で

援助という意図と方法を認識 して関与 していく行動であ

ることを改めて示 している。

と同時にソーシャルヮークは何がよい解決なのか、よ

い選択なのかはあくまでその人の自己決定、自己選択の

中にあるという究極の譲歩を、確信を持 って見守る力を

持っている。そこには人間をあきらめることなく信頼す

る態度を、日々確かめていく実践の積み重ねがある。ソー

シャルヮークとは、外部から「 みなされるJも のではな

い。 ソーシャルヮーカーが内的に定義 していく過程であ

る。

人間のもつ価値と固有性に立脚 し、問題に対 して責任

を持って関与 し、その行動をソーシャルヮークとぃう実

践的枠組にもとづいて自ら説明することができるか、と

いうことがソーシャルヮークを定義する。ソーシャルヮー

クがさまざまな社会的活動 と区別されるとしたら、確か

な倫理・ 価値に裏づけられた意図と、それについての説
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明責任が不可欠である。

DV問題に取 り組むソーシャルヮーク研究は、「 ソー

シャルヮークとは何か」についての合意を広げる作業で

ある。
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ここでは、 ドメスティック・ バイォレンスの被害者を援助
するNPOのシェルター・ スタッフはソーシャルヮーカーと
呼んでいないが、そぅぅなすことができると書いている。
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Domestic Violence and the Research of Social Work

A Standpoint of Researching in AFFILIA:Journal of Women and Sociat Work

SUDO Yachiyo

Since the Forth United Nations Conference on Women in Beijing in 1995, various ac-

tions towards the issue of domestic violence have been taken by different groups, from
governmental to grassroots level, in Japan. In 2001 the law of prevention of partners'

violence was made. The law aiso clearly states the protection of the women's human

rights in its preamble. At the same period of time the word " domestic violence" was

widely and quickly spread in Japanese society through the mass media. Finally each

woman's personal experience came to be regarded as a social problem which was com-

monly shared. In this way, we have taken the same course along with the rest of the

world. Even though there are still very few researches of domestic violence in social

work field in Japan. This paper reviews 18 papers from AFFILIA: Journal of Women

and Social Work, and then tries to describe the possible, desirable approaches and

perspectives to the research of domestic violence from the social work point of view.

This paper also aims to reconsider what social work is through examining the specific

issue such as domestic violence which acquires intervention.




